
第２期白鷹町子ども・子育て
支援事業計画 ( 案 )

【担当】健康福祉課子育て支援係　☎ 86-0212
【募集期間】１月 15日（水）～１月 31日（金）
【Email】  kenfuku2@so.town.shirataka. yamagata.jp

　町では保育所、認定こども園などの教育・保育施設の
利用定員の確保方策や各種子育て支援施策を定める第２
期子ども・子育て支援事業計画の策定を進めています。
子ども・子育て会議でご意見を伺いながら進めています
が、その概要についてお知らせします。

計画策定の趣旨、計画期間１
　本計画は、子ども・子育て支援法に基づき策定する
ものです。第１期の計画を継承し、すべての子どもが
健やかに成長できるよう、教育・保育施設の利用定員
の確保方策や各種子育て支援施策に取り組みます。

【計画期間】
令和２年度から令和６年度までの５年間

子ども・子育て支援の現状と課題２
　・少子高齢化が進み、生産年齢人口が減少
　・児童の人口割合が低下し、今後も続く見込み
　・町の合計特殊出生率は国・県を下回り推移
　・子どものいる世帯は減少している
　・男性の就業率は減少傾向、女性はほぼ横ばい
　・女性の結婚・子育て離職は減少し、就労の年齢は
　　高年齢化している

基本理念と施策目標３
【基本理念】
確かな次代（あした）を、地域みんなで
～　白鷹っ子の笑顔かがやくまち　～
【施策目標】 
　１．子どもの「生きる力」の育成 
　２．母と子の健康づくりの推進 
　３．子育て家庭への支援の充実 
　４．仕事と家庭の両立の推進 
　５．子ども・子育てに配慮したまちづくり 
　６．地域における子育て支援の充実 
　７．次代の親の育成　

子育て支援の事業概要４
　町内における子育て支援に関わる施設や主な事業は
下記のとおりです。
　・認可保育所（２カ所）　
　・認定こども園（２カ所）
　・子育て世代包括支援ｾﾝﾀｰ（１カ所）
　・子育て支援センター・にこぽーと（１カ所）
　・延長保育事業（４カ所）
　・一時預かり事業（４カ所）　
　・ファミリー・サポート・センター事業（１カ所）
　・乳児家庭全戸訪問事業
　・養育支援事業
　・妊婦健診事業
　・放課後児童クラブ（４カ所）　
　・放課後等デイサービス（１カ所）
　・放課後子ども教室（２カ所）

子ども・子育て支援法に基づく取組５
　教育・保育提供区域を１区域 ( 町全域 ) とします。
　保育所、認定こども園の今後の「量の見込み」と「確
保方策」については、児童数が減少傾向にあることや、
施設利用の低年齢化が進んでいる現状などを充分にふ
まえ待機児童は生じない見込みとしています。
　また、延長保育、一時預かり事業、放課後児童クラ
ブなどの地域子ども・子育て支援事業についても、利
用者のニーズに対応できるよう計画しました。
健康福祉センター内に設置した子育て世代包括支援ｾﾝ
ﾀｰや子育て支援センター・にこぽーと、ファミリー・
サポート・センター事業の周知を図り、子育て家庭の
相談・支援に努めます。

計画の推進にあたって６
　本計画を広く周知し、家庭、教育・保育機関、地域、
行政などの関係機関相互の連携により取り組みが行わ
れるよう努めます。
　また、計画の推進にあたっては、子ども・子育て会
議での意見をいただきながら進めます。

　町では、現在、各種計画の策定を進めています。これまで計画策定委員会などで検討を重ねた結果の概要をお知
らせします。詳細については、各地区コミュニティセンター、役場担当課やホームページ等で公開します。内容を
ご覧いただき、皆さんのご意見をお寄せください。ご意見の提出、問い合わせ先などは 25 ページをご覧ください。
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町振興審議会で出された意見の概要
（第６次総合計画前期基本計画について）

　白鷹町振興審議会（会長：國方敬司山形大学名誉教授）は、町振興計画の策定、変更その他その実施に関
し、必要な調査および審議を行う組織であり、今年度は、第６次総合計画前期基本計画等について審議する
ため、計３回開催されました。
　10 月 30 日に開催された第２回同審議会では、第６次総合計画前期基本計画等について、佐藤町長より
諮問を受け、その内容について審議がなされたところであり、出された意見等を踏まえ、12 月３日開催の
第３回同審議会において、同計画等の答申がなされました。
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